
芦屋市条例第５号 

 

 

芦屋市附属機関の設置に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

第１条 芦屋市附属機関の設置に関する条例（平成１８年芦屋市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と 

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 
改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第２条 市に次のとおり附属機関を置く。 第２条 市に次のとおり附属機関を置く。 

附属

機関

の属

する

執行

機関 

附属機関の

名称 

担任事務 委員定数 委員の構成 任期 

市長 芦屋市長等

倫理審査会

～芦屋市文

化推進審議

会 

(略) 

 

芦屋市情報 (1)～(4) （略） (略) 

附属

機関

の属

する

執行

機関 

附属機関の

名称 

担任事務 委員定数 委員の構成 任期 

市長 芦屋市長等

倫理審査会

～芦屋市文

化推進審議

会 

(略) 

 

 

芦屋市情報 (1)～(4) （略） (略) 



改正後 改正前 

公開・個人

情報保護審

査会 

(5) 特定個人情報

保護評価に関す

る規則（平成２

６年特定個人情

報保護委員会規

則第１号）第７

条第４項の規定

により、行政手

続における特定

の個人を識別す

るための番号の

利用等に関する

法律（平成２５

年法律第２７

号）第２８条第

１項に規定する

評価書に記載さ

れた同法第２条

第１０項に規定

する特定個人情

報ファイルの取

扱いに関する事

項について調査

審議すること。 

 (6)・(7) （略） 

 

 

芦屋市行政

評価委員会

～芦屋市消

防賞じゅつ

（略） 

 

公開・個人

情報保護審

査会 

(5) 特定個人情報

保護評価に関す

る規則（平成２

６年特定個人情

報保護委員会規

則第１号）第７

条第４項の規定

により、行政手

続における特定

の個人を識別す

るための番号の

利用等に関する

法律（平成２５

年法律第２７

号）第２８条第

１項に規定する

評価書に記載さ

れた同法第２条

第９項に規定す

る特定個人情報

ファイルの取扱

いに関する事項

について調査審

議すること。 

 (6)・(7) （略） 

 

 

芦屋市行政

評価委員会

～芦屋市消

防賞じゅつ

（略） 



改正後 改正前 

審査委員会 

教育

委員

会 

（略） 

 

 
 

審査委員会 

教育

委員

会 

（略） 

 

 

 

（芦屋市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第２条 芦屋市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と 

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

（審査請求以外の調査審議の手続に係る諮問実施機関） （審査請求以外の調査審議の手続に係る諮問実施機関） 

第１１条 この条及び次条において「諮問実施機関」とは、次に

掲げる機関をいう。 

第１１条 この条及び次条において「諮問実施機関」とは、次に

掲げる機関をいう。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定個人

情報保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定により、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２８条第１項に規

定する評価書に記載された同法第２条第１０項に規定する特

定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について審査会に

諮問をした機関 

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定個人

情報保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定により、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２８条第１項に規

定する評価書に記載された同法第２条第９項に規定する特定

個人情報ファイルの取扱いに関する事項について審査会に諮

問をした機関 

(4) （略） (4) （略） 

 



（芦屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の 

一部改正） 

第３条 芦屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例（平成２７年芦屋市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と 

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 特定個人情報 番号法第２条第９項に規定する特定個人情

報をいう。 

(3) 特定個人情報 番号法第２条第８項に規定する特定個人情

報をいう。 

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第２条第１０項に規定する

特定個人情報ファイルをいう。 

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第２条第９項に規定する特

定個人情報ファイルをいう。 

(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第２条第１３項に規定す

る個人番号利用事務実施者をいう。 

(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第２条第１２項に規定す

る個人番号利用事務実施者をいう。 

(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第２条第１５項に

規定する情報提供ネットワークシステムをいう。 

(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第２条第１４項に

規定する情報提供ネットワークシステムをいう。 

(7)・(8) （略） (7)・(8) （略） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市

長 

（略） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市

長 

（略） 



改正後 改正前 

２ 市

長 

国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）による保険

給付の支給、保険料の徴収又

は保健事業の実施に関する事

務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの～介護保険給付

関係情報であって規則で定め

るもの 

身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による入

所等措置に関する情報（以下

「障害者支援施設等入所等措

置関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの～外国人生活

保護関係情報であって規則で

定めるもの 

芦屋市福祉医療費の助成に関

する条例による医療費の助成

に関する情報（以下「医療費

助成関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

 

３ 市

長～ 

９ 市

長 

（略） 

 

２ 市

長 

国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）による保険

給付の支給、保険料の徴収又

は保健事業の実施に関する事

務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの～介護保険給付

関係情報であって規則で定め

るもの 

身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による入

所等措置に関する情報（以下

「障害者支援施設等入所等措

置関係情報」という）であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの～外国人生活

保護関係情報であって規則で

定めるもの 

芦屋市福祉医療費の助成に関

する条例（昭和４８年芦屋市

条例第４号）による医療費の

助成に関する情報（以下「医

療費助成関係情報」という）

であって規則で定めるもの 

３ 市

長～ 

９ 市

長 

（略） 

 

 

（芦屋市市税条例の一部改正） 

第４条 芦屋市市税条例（昭和５９年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と 



いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合

には、新たに第１３条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該

当することとなつた者に、当該該当することとなつた日から２

月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所

又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等

の所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下市民税について

同じ。）、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申

告させることができる。 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合

には、新たに第１３条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該

当することとなつた者に、当該該当することとなつた日から２

月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所

又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等

の所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下市民税について

同じ。）、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申

告させることができる。 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項

及び第５項の規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項

及び第５項の規定による補正の方法の申出） 

第７２条 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２

第４項及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋

に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

第７２条 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２

第４項及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋

に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出す

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出す



改正後 改正前 

る者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税につ

いて同じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定する法人番

号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

る者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税につ

いて同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番

号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第９８条 （略） 第９８条 （略） 

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項（同項第３号については、第３号

から第７号までを除く。）を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項（同項第３号については、第３号

から第７号までを除く。）を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称） 

(1) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称） 

(2)～(7) （略） (2)～(7) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２３条 （略） 第１２３条 （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減

免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減

免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出



改正後 改正前 

しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は

取得する土地が同項第２号に該当することが明らかであり、か

つ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、こ

の限りでない。 

しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は

取得する土地が同項第２号に該当することが明らかであり、か

つ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、こ

の限りでない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号

において同じ。）（法人番号を有しない者にあつては、住所

及び氏名又は名称） 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号

において同じ。）（法人番号を有しない者にあつては、住所

及び氏名又は名称） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１５４条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の

前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならな

い。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその

旨を申告しなければならない。 

第１５４条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の

前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならな

い。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその

旨を申告しなければならない。 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及

び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第

１６項に規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及

び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第

１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

 

附 則 

 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


